
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年６月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成２８年１１月１１日 １８時３０分ごろ 

発生場所 北海道標津
し べ つ

町標津漁港南東方沖 

 標津港北防波堤灯台から真方位１０２°８００ｍ付近 

 （概位 北緯４３°３９.８′ 東経１４５°０９.０′） 

事故の概要  遊漁船悠
ゆう

月
づき

丸は、航行中、定置網に進入し、定置網が損傷した。 

事故調査の経過 平成２８年１２月１６日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 悠月丸、４.９トン 

 ２４３－２３８７１北海道、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 本船 なし 

定置網 胴網部に破損等 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、北海道網走市網走港に向けて約２

ノットの対地速力で手動操舵により航行中、複数の定置網及び浮き球

を視認し、標津漁港南東方沖に定置網が設置されていることを知った

が、これらの定置網から距離を離しているので進入することはないも

のと思い、航行を続けたところ、別の定置網に進入し、航行不能とな

った。 

 船長は、本事故時、初めて標津漁港沖を航行したが、事前に水路調

査を行っていなかったので、標津漁港南東方沖の定置網の設置状況を

知らなかった。 

分析 

 

 本船は、船長が標津漁港南東方沖の定置網の設置状況を知らずに航

行したことから、定置網に進入し、定置網が損傷したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、船長が標津漁港南東方沖の定置網の設置状況を知

らずに航行したため、本船が定置網に進入したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・発航前に予定航行海域の水路調査を行い、定置網の設置状況を把

握しておくこと。 

 


